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Ⅰ　住民と行政との協働による新しい自治体の構築をめざします

　１　町民と行政の協働

Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－１ 自治基本条例の制定 企画調整課

条例制定

推進スケジュール

内　　　　容

　住民と行政がともにまちづくりに
関わるためのルールとして自治基本
条例を制定します。
　自治基本条例ではそれぞれの役割
や責務、権利などを謳います。住民
のまちづくりへ参加する権利、主体
的活動や発言に対する責任、継続的
な協働への努力、行政の情報公開、
住民のまちづくり参加への保障など
住民と行政が真のパートナーとなる
ための条例を住民とともに作成、制
定します。

Ｈ１８ Ｈ２１Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２２

※課題にもあるとおり、行政主導による条例
策定は相応しくないため、自治基本条例につ
いて啓発を続けることとなる。住民からの発
議が在り次第、委員会の設置等策定に取りか
かることとなる。

自治基本条例を行政主体で
作成することは、条例の理
念自体を否定しかねないた
め、住民による自発的な条
例制定へ向けての気運づく
りが必要となる。拙速に取
り組むのではなく、時間を
かけた取り組みが必要。

準備・啓発

１



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－２ ワークショップ手法の積極的な活用 すべての課局 ①審議会等の活性化

②事業見直しによるワークショップの活用

事業評価シートを活用

推進スケジュール

Ｈ２２Ｈ２０内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１Ｈ１９

※研修制度、人事考課等による人材育成との連携が必要
となる。

各事業でワークショップ手
法を取り入れるためには、
役場職員がコーディネー
ターあるいはファシリテー
ターとしての役割を充分に
発揮することが必要とな
り、その育成が前提条件と
なる。

随時、事業に活用

見直し（１９年度以降も継続）

　協働を推進するため町で実施して
いる事業にワークショップ手法を取
り入れ、事業の計画段階からより住
民の参画しやすい体制を確立しま
す。ワークショップとは、体験型の
作業の意味で、問題解決やトレーニ
ングの手法として、住民参加型まち
づくりによく用いられています。
ファシリテーター（促進者）と呼ば
れる参加者の状況を見ながら作業を
促す役割の人が、参加者が自発的に
作業をする環境を整え、参加者全員
が実際に体験しながら作業を進めて
いくことになります。
　事業実施時の協働だけにとどまら
ず、計画段階からの住民の参画機会
を拡充することで協働体制の構築を
目指します。

○イベント的事業において
実行委員会等を設置した形
でのワークショップ手法の
活用
○各種教室、研修的事業で
のワークショップ的学習内
容

①各種審議
会、委員会等
の実質的、主
体的な活動。
事務局主導を
廃し、協議時
にワーク
ショップ手法
を活用。

②事業見直し
によるワーク
ショップ手法
の活用

継続実施

２



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－３ パブリックコメント制度の導入 企画調整課

○　パブリックコメント制度の導入

※パブリックコメント導入の前提条件として、

ホームページの充実を図る必要がある。

　住民との協働を推進するために、
新たな事業や規制の実施、改廃をす
る場合にパブリックコメント制度を
導入し、住民の意見を考慮した政策
立案を促進します。
　パブリックコメント制度とは、行
政機関が政策の立案等を行おうとす
る際にその案を公表し、この案に対
して広く住民や事業者等の皆さんか
ら意見や情報を提出していただく機
会を設け、行政機関は、提出された
意見等を考慮して最終的な意思決定
を行うというものです。

○パブリックコメントでは
ないが、広報紙やホーム
ページを通じて頂いた意見
について対応。

パブリックコ
メント制度導
入

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１Ｈ１９

パブリックコメントを活用
するうえでは、その媒体と
してホームページが即応性
の面からも相応しい。ただ
し、町ホームページを活用
する町民は限られており、
一部の人の為の制度あるい
は、行政の自己満足的な制
度となりかねない。

推進スケジュール

Ｈ２２Ｈ２０

周知・啓
発・準備

実施

３



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－４ 町民提案制度の導入 企画調整課 ①制度導入

予算措置が必要

方式として

①町民提案事業として予算措置をし、随時募集

※地域活動補助事業とのさび分けが難しく、

　陳情・要請を助長するおそれもあり。

②予算要求時に合わせて住民より提案募集

※住民の提案時期が限られ即応性に乏しい。

要綱整備

実施

推進スケジュール

Ｈ２２Ｈ２０

検討・準備

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１Ｈ１９

陳情、要請とのさび分けを
明確にするため、事業認定
までの審査等が厳密なもの
となる。地域団体や住民の
企画力、説明能力なども問
われるため、そこに職員が
コーディネーターとして支
援することが必要。
フォローアップ事業の推進
と補完しあいながらの実施
となる。

　協働体制を構築するために、行政
側の事業企画立案だけではなく、地
域の実情や個性に合った事業を増や
すことを目的として、町民提案制度
の導入をします。
　町民提案制度とは、ソフト的事業
を中心にその事業の目的・実施方
法・予算・効果等を住民が自ら企画
立案し、町に提案するもので、単な
る陳情や要請とはことなり、その実
現性や費用対効果等の査定を経て、
住民と共に協働する町実施の事業と
して認定する制度です。

平成１４年度より実施の地
域活動補助事業に、１７年
度から補助対象事業として
協働を推進する事業を加
え、町民提案制度導入の足
がかりとした。（実績は
０）

①制度導入

②制度導入後
の事業認定数
を２２年まで
に３件／年

４



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－５ 職員地域支援制度の導入 すべての課局 ①制度導入

②体制構築

その体制として、分野別
（係・担当対応）や地域別
（地域への人割り当て制）
などが想定されるが、いず
れにしても支援体制を推進
する主管課（係）が必要と
なるため、機構改編・事務
分掌等との密接な連携が求
められる。
また住民が活用しやすい制
度とすることが必要なた
め、その制度構築には利用
者である住民の参画が必
須。

上を統轄する主管課（係）の設置

○職員出前講座
○Hand to Hand（部落への
広報配布）
○県元気応援団の活用

①制度導入

分野別（係・担当）の地域支援職員兼任

専任職員の配置

推進スケジュール

Ｈ２２Ｈ２０

制度検討

Ｈ１８ Ｈ２１Ｈ１９

制度導入・継続的実施

内　　　　容

②体制構築

※まちづくりでのコーディネーター
とは、行政と町民、行政内部、町民
同士あるいは団体間の調整を取りな
がら、適切なアドバイスを与えるな
ど、まちづくり活動の円滑化や活性
化を図る職員を想定しています。

　職員地域支援制度の導入とその活
動の充実を図り、住民との協働の窓
口として、地域活動のコーディネー
ター（調整役）として、地域と行政
を繋ぐ体制を強化します。
　職員地域支援制度とは住民のまち
づくりや主体的・自発的な活動にお
いて、町職員の専門性や行政経験・
企画立案能力等が求められる場合に
その活用をスムースにするための制
度です。

５



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－６ フォローアップ事業の推進
企画調整課はじめ

全課局
①補助金事業の見直し

②補助対象団体の見直し

③補助団体の自立

④補助を契機にした結成・軌道に乗った組織

　１－５職員地域支援制度の人的支
援の対を為す事業として、財政的支
援を主とした地域活動の支援を強化
していきます。
　フォローアップ事業とは住民の地
域活動や特定の目的性を有する活動
を補助金交付などにより支援するこ
のと総称で、「ひろがれ地域づくり
補助事業」や「原材料費支給制
度」、その他各種団体への補助金交
付事業を含みます。ただしあくまで
も地域づくりやまちづくりに資する
活動への支援であり、習慣化してい
る補助的事業については、職員地域
支援によるコーディネートを介して
団体の活性化を図るものです。

○平成１４年度「がんばれ
地域補助事業」→１７年度
「ひろがれ地域づくり補助
事業」
○平成１８年度「原材料支
給」の制度化
○その他各種補助金交付事
業
○平成１３年度補助金検討
委員会提言

①補助金事業
の見直し

各種補助金交付の事業効果
を精査し、団体運営補助か
ら活動補助へのシフトが必
要である。また、活動補助
であっても習慣化する傾向
にあり、補助金交付期間を
定めるなど財政的支援から
人的支援の移行を踏まえた
コーディネートが必要。

②補助対象団
体の見直し

③補助団体の
自立

④補助を契機
にした新組織
の結成
２組織／年

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１Ｈ１９

運営補助から活動補助へのシフト（公募制の充実）

組織化・運営支援

担当の事務局兼務廃止

担当の会計兼
務廃止

推進スケジュール

Ｈ２２Ｈ２０

補助金事業の事業効果精査実施・継続

各種団体の自立

６



　２　情報公開・情報提供の充実

Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

２－１ 情報公開制度の充実 全ての課局

平成１７年度請求件数　４件

【１８年度の取り組み】

・情報公開条例の解釈、運用マニュアルの作成

・職員研修の実施

・住民への周知

・制度運用体制の検討

・制度運用体制の確立

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２

継続実施

Ｈ１９ Ｈ２０

佐川町情報公開条例の制定、施
行(H17年度)　情報公開制度とは、住民等の請求に

応じ、町が保有している情報を原則とし
て公開することにより、町政運営の透
明性の向上及び公正で信頼される町
政を推進する制度です。
　本町では、これまでにも「町民にわか
りやすい行政運営」というスローガンを
掲げ、情報公開の推進を図ってきまし
た。
　今後は、平成１７年度に施行した佐川
町情報公開条例のもと、この制度につ
いて住民等に周知を図るとともに、適正
な運用を図るため制度運用体制の整
備に努めます。

７



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

２－２ 個人情報保護条例の制定 総務課

・条例等の制定

条例の制定

【１８年度のスケジュール】

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・個人情報保護条例、個人情報保護条例施行規則の作成

・運用マニュアル、運用の手引きの作成

・個人情報取扱い事務の洗い出し調査、台帳・目録の整備

・職員研修の実施

Ｈ１９ Ｈ２０

　高度情報化の進展に伴い、町政運営
においても、個人情報が多種・大量に
収集、蓄積及そして利用されるように
なってきました。このような情報化社会
は、住民の多くの利便をもたらす一方
で、その取扱いに適正を欠いた場合
は、個人の権利利益を侵害する恐れが
あります。　個人情報の取扱いに関し
て、住民の不安を取り除き、権利利益
の侵害を未然に防止するための基準
や手続きを定める制度が必要です。
　このため、本町では、個人情報保護
条例を制定し、町が保有する個人情報
の取り扱いに関し、具体的なルールを
定めることにより、個人のプライバシー
などの基本的人権を擁護するとともに、
公正で民主的な町政の推進を目指しま
す。

実施

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２

準備

８



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

２－３ 広報活動の充実 企画調整課

・広報編集委員会設置

・有料広告制度の導入

・モニター制度

・ホームページの日々更新

・地域取材記者制の導入

※モニター制度とは、依頼を受けた
数名が記事内容等に意見を述べる制
度です。

・ホームペー
ジの日々更新

・地域取材記
者制の導入

　広報紙については、紙面
による情報に頼る住民が大
多数を占め、各層の年代に
も読みやすく、行政運営を
理解されるものを追求して
きた。
　また、ページ数を少なく
し白黒印刷にするなど経費
の抑制にも努めた。

・庁内メン
バーによる広
報編集委員会
の設置

・有料広告採
用制度の導入

・モニター制
度の導入

Ｈ１８ Ｈ２１Ｈ１９

　広報紙の全戸への配布に
ついて、自治会への未加入
者に対する問題が懸案事項
となっている。
　また、費用対効果を判断
することが難しく、経費負
担面について課題を残す。

　住民との協働に向けて、また透明
性のある行政運営を行うために、住
民への情報提供、情報共有は欠かせ
ない。
　行政情報等を解りやすく周知する
情報提供型広報に加え、特集記事や
地域の動向などを積極的に掲載する
情報発信型広報の充実も同時に図
り、幅広く、より的確な情報提供を
めざします。
　また、必要最小限の費用で効果的
な提供に努めます。

研修の実施 各部署による更新実施

推進スケジュール

Ｈ２２Ｈ２０内　　　　容

調整 実施

研究 募集 実施

研究 実施

研究 実施

９



　３　地域への積極的な業務委託

Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

３－１ 指定管理者制度の活用 関係課局

検討

検討

検討

推進スケジュール

○各老人憩いの家（直接指定）

実施

Ｈ１９ Ｈ２０

○佐川町民プール、テニスコート（指定管理者公募）

・指定管理料０円　・利用料金制の採用

○各集会所（指定管理者直接指定）

実施

検討

検討 実施

・利用料金制の採用

○地場産センター、牧野公園（公募）

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１

・H18.4.1から実施予定→４件　・H18.9.1から実施予定→９件

　規制緩和、公務市場開放の流れを背
景として創設された指定管理者制度を
行革の手法の一つとして積極的に活用
します。
　佐川町指定管理者導入方針に記載し
ているように、今後、町の公の施設の
管理については、町が直接管理運営を
行うか、指定管理者制度によるかの二
者択一となるが、直営が適当と判断さ
れる施設以外は、原則として指定管理
者制度の導入を進めていくものとしま
す。
　現在、当方針に基づき、約５０ある町
の公の施設について検討を進めてお
り、その中で約３０施設をこの５年間で
指定管理者制度に移行する予定であ
る。民間等のノウハウを取り入れること
により一層のサービスの向上と経費節
減が期待できます。

Ｈ２２

実施

実施

・H18.9.1から実施予定→3件

○桜座、地質館、スポーツパークさかわ（公募）

・H18.9.1から実施予定→3件

指定管理者が主流となってい
く状況において、コスト削減や
住民サービスの向上をいかに
実現するか、及び多種多様な
ＮＰＯ等の受け皿づくりをいか
に進めていくかが課題とな
る。

○わんぱく広場、山崎記念天文台、バンガロー（直接指定）

実施

・H18.9.1から実施予定→3件

実施

○斗賀野農村公園、ふれあいの里尾川、図書館（直接指定）

１０



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

３－２ アウトソーシングの積極的な活用 全ての課局 宿直業務、清掃業務等各種
事務事業において、業務委託
等の実績あり。

Ｈ１９ Ｈ２０

　事務事業評価シートにより全事務事
業を評価し、再編・整理等の計画を立
てる作業が現在進行中です。その中で
事務事業を、住民及び民間に委ねられ
るもの又は行政が行うべきもの若しくは
住民と行政が協働で行うものにさび分
けする作業も行われます。
　アウトソーシングは、サービス向上や
経費節減の効果を期待できる手段であ
ると共に、住民と行政との協働を実現
する手段ともなり得ることから、上記の
検討の結果に基づき、アウトソーシング
を積極的に活用することとします。

アウトソーシングが、即、人員
整理及び人件費の削減に繋
がらない。生じた余剰人員の
他の部署への充当による体
制強化は、本来的な行革効
果とはみなしにくい。定員適
正化計画と絡めた視点が必
要となる。

継続実施

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２

１１



Ⅱ　役場の能力の向上に努めます

　１　職員の能力の向上

Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－１ ＯＪＴ（職場内研修）の充実 全ての課局 ○教育訓練ができる上司・先輩の育成

全職場で実施

○ＯＪＴ研修への参加状況

平成１７年度　１名

平成１６年度　０名

平成１５年度　０名 ○各所属で教育訓練の実施

実施

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９ Ｈ２０

　職員の能力アップのために、ＯＪＴ（職
場内研修）を充実していきます。

ＯＪＴとは、オン・ザ・ジョブ・トレーニング
の略語で、日常業務を行いながら、上
司・先輩が部下や後輩の指導・育成を
していく教育訓練のことです。

・管理職等が率先し、こうち人づくり広域連合の実施する研修に積
極的に参加する。

○平成１４年１１月こうち人づ
くり広域連合の設立

継続実施

１２



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－２ 職場外研修の充実 企画調整課

集合研修受講実績

　　　　　平成１７年度　５１名 ○全職員に年間の受講計画を申告してもらう。

　　　　平成１６年度　５７名

　　　　平成１５年度　４７名 ○集合研修参加者が職場へのフィードバックできる体制を整備する。

講師派遣研修 ○講師派遣研修の研修内容を公募する。

平成１７年度　４回　２３０名

平成１６年度　４回　１１６名

平成１５年度　　　　　　２８名

地場　　平成１７年度　　１回 ○地場産業研修の定着を図る。

　　　　　平成１６年度　　０回

　　　　　平成１５年度　　０回

実施

実施

実施

実施

実施

集合研修による知識の習得
を個人のものだけに終わらせ
ず、職場へのフィードバック
（還元し共有化すること）が可
能となるシステム作りが必要
である。

集合研修への１
年に１度の参加

地場研修を年１
回開催する。

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

○こうち人づくり広域連合の実施する集合研修に参加を促すために、
前年度の参加者状況や研修リポートを佐川ネット上に公開する。　職員の能力アップのため、こうち人づ

くり広域連合が実施する集合研修（階
層別研修、能力向上・開発研修）や講
師派遣による庁内研修への積極的な
参加を促していきます。また、町内の地
場産業を知るための研修を実施してい
きます。

講師派遣研修を
年に５回開催す

る。

○平成１４年１１月こうち人づ
くり広域連合の設立

１３



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－３ 自主研修の促進 全ての職員

広域連合の補助制度

○自主研修者が職場へのフィードバックできる体制を整備する。

通信研修１万円

国内１０万円、国外３０万円

継続実施

実施

自治大学校納入金・校友会
費・自治会費

中央省庁所管研修所認めた
金額及び通信研修の参加補
助

　職員の能力アップのため、自らが課
題や目標を見つけ、その解決や達成の
ために、自主企画研修の実施や通信
教育研修への参加を促していきます。

補助制度を利用
した自主企画研
修の実施１組/
年

補助制度を利用
した通信教育研
修の実施５人/
年

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

○こうち人づくり広域連合の実施する補助制度を活用し積極的に研修
できる体制をつくる。

知識の習得を個人のものだ
けに終わらせず、職場への
フィードバック（還元し共有す
ること）が可能となるシステム
作りが必要である。
予算の確保。

○平成１４年１１月こうち人づ
くり広域連合の設立

市町村アカデミー・（財）公務
研修協議会・（社）日本経営
協会５万円

１４



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－4 職員提案制度の導入 企画調整課

○予算に職員提案枠を設定し、職員からの提案を募集する

応募件数１０件

予算化３件

○提案された事業について、担当課の意見を添えて、町長査定を行う。

○採用された事業を担当課が実施する。

実施

実施

実施

推進スケジュール

Ｈ２１ Ｈ２２内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　職員の政策形成能力や提案能力を
高め、資質の向上を図るとともに、組織
としての政策論議を多面的なものとす
ることを目的に、全職員を対象に自由
なテーマで事業提案を募集し、町長が
提案者から直接ヒアリングを行ったうえ
で予算化を行います。

既存事業との調整及び予算
の確保

１５



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－５ 退職者再任用制度の活用 総務課 ○平成12年度に条例制定

○　退職者の再任用

Ｈ１８

役場の業務も電算化等で急
速に変容しており、退職者の
知識や経験を活かせる場が
限られている現実にあるが、
反面、住民と行政との協働の
時代を迎える今、両方の立場
を理解する役場ＯＢの存在意
義は高まっているといえる。
今後、退職者の増加が予想さ
れるが、その人材活用には多
角的な視点が必要になる。

推進スケジュール

内　　　　容

検討

Ｈ２０ Ｈ２２Ｈ２１Ｈ１９

　少子高齢社会の到来に伴って、高齢
者の豊かな知識と経験を社会において
活用できる雇用の推進が社会的な課
題になっています。このような社会的な
課題に答える趣旨から、地方公務員に
ついて、長年培った知識・経験を社会に
おいて活用していくとともに定年後の生
活に不安を覚えることなく職務に専念で
きるようにすることを目的として再任用
制度が創設されました。
　本町においても、退職者が長年培っ
てきた知識や経験等を行政に引き続き
活用するため、退職者再任用を検討し
ていきます。

１６



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－６ 任期付職員採用制度の導入 総務課

○　任期付職員採用制度

・条例の制定

採用に当たっては、欠員補充
の意味合いではなく、積極的
な人材活用の視点が必要で
あるが、現行の人事管理及び
財政状況のなかでどこまで踏
み込んでいけるかが課題とな
る。

Ｈ２０

推進スケジュール

Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９内　　　　容

　専門的な知識や経験を必要とする業
務において、職員に研修等を実施して
能力を付けさせるよりも、高度の専門
性を備えた民間の人材を活用した方が
効率的である場合、又は期間が限定さ
れる業務に専門的知識を備えた人材を
活用することが業務の効率的運営につ
ながると判断される場合に、任期を定
めて職員を採用します。

Ｈ１８

検討

１７



　２　組織の能力の向上

Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

２－１ 柔軟な組織・機構の確立 総務課 ○平成15年4月

　・国保年金係を国保係に変更 ○　組織・機構の改善

○平成16年4月

　・国土調査室の設置

○平成17年4月

　・国土調査課の設置

　・自主防災室の設置

　・収納管理室の設置

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９ Ｈ２０

　・住民税係と国保係を国保
住民
　　税係に統合

　地方分権の進展などにより、これまで
以上に地域に根ざした特色のある政策
の立案機能の強化や縦割りにとらわれ
ない総合行政の推進が一層重要となっ
ています。
　事務事業の見直しを進め、重要性や
緊急性の薄れた組織の廃止、類似の
事務事業を行う組織の統合、新たな行
政課題には期限付き組織を設置するな
ど、町民に分かりやすく利用しやすい役
場を目指し、事務処理の効率化と意思
決定の迅速化によるサービス向上を図
るとともに、協働のまちづくりに対応す
る体制の整備を図ります。

柔軟性を阻害するものは、セ
クショナリズムや密室性であ
り、それらを担保している旧
態的なシステムである。部局
の縦割り意識を排し、組織・
機構上の問題点を広範に協
議するシステムをいかに構築
するかが課題となる。

継続実施

　・産業振興係と農林整備係
　　を産業振興農林係に統合

１８



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

２－２ 定員適正化計画の見直し、推進 総務課

（単位：人）

職員数

目　標

取　組

退職予
定職員

数

採用予
定職員

数

○ 定員管理の推進・適正化計画の見直し

○　定員の公表

人口１，０００人当たりの職員
数を見ても、本町は平成１７
年４月１日現在で７．８２人と
全国類似団体（６６団体）の中
でも圧倒的に下位に位置し、
職員数の純減を目指すにして
もその割合には自ずから限界
性が生じる。

△ 20△ 1△ 1

4 6

継続実施

0 0 4 40

125 124

○平成１７年度～２１年度を
対象期間とした定員適正化計
画を平成１７年３月に策定

1 1 1

退職不補充

123

平成17年度～
21年度までの5
年間で、職員数
６人削減

継続実施

○平成12年度～平成16年度
までの5年間で職員数17名減

123

△ 1

採用による補充（４人退職につき
３人採用の割合）退職不補充退職不補充

126

　限られた財源や人員の有効活用を図
り、新たな行政課題や社会経済情勢の
変化に弾力的かつ的確に対応していく
ためには、最小の経費で最大の効果を
あげるという観点から、職種や部門によ
る聖域を設けることなく定員についての
見直しを行い、少数精鋭による無駄の
ない行政を展開することが求められて
います。
　このため、事務事業の見直し、組織・
機構の見直し、アウトソーシングの推
進、行政の情報化等を推進するととも
に、地方分権の進展に対応し、実情に
応じた効率的な行政体制となるよう適
切な定員管理に努めます。
　また、今後の行政需要の動向等を勘
案しつつ、長期的な視野に立った定員
管理を図るため、定員適正化計画の見
直しを行います。

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９ Ｈ２０

１９



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

２－３ 「目標による管理」手法の導入 全ての課局 ○　「目標による管理」手法の導入

・行政評価制度の検討、試行(成果指標数値化)

・行政評価制度の本格導入

・目標による管理実施

・達成度評価

検討・試行

実施

実施

実施

推進スケジュール

Ｈ２２Ｈ２０内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１Ｈ１９

各課、係で事業の成果指標
を設定する必要がある。
１８年度はそれを待って、
１９年度より各係で目標を
設定する。

係ごと、年度
初めに目標設
定するシステ
ムづくり
①上司から部
下への指導の
数
②部下からの
提案数

達成度の評価
①早期に実現
できたか
②効率化が図
れたか
③住民満足度
は高いか
④達成率

　各課局や各係、各職員単位での効
率的かつ効果的な事務執行を進める
ため、具体的な目標を掲げ、達成度
などを評価する「目標による管理」
の手法を導入します。

２０



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

２－４ 庁議、課長会議の活性化 全ての課局

○　定例会、臨時会

継続実施

　これまでの庁議では、首
長や助役等の経過報告によ
る情報の共有にとどまって
しまった。
　また、課長会では一定の
意思統一ができたものの、
連絡事項に終始し、政策遂
行に向けた検討がなされな
かった。

①政策の円滑
な推進
②組織機構の
柔軟な組み替
え・連携

定例会
（月１回）

Ｈ１８ Ｈ２１Ｈ１９

・戦略的政策会議の場とし
て効果的な活用を目指す。

・課題を先延ばしせず、横
断的にプロジェクト化して
早期に取り組む。

　これまで実施してきた庁議と課長
会議とを一体化させ、各課局間の調
整機能を強化するとともに町の重要
案件等を協議します。

推進スケジュール

Ｈ２２Ｈ２０内　　　　容

２１



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

２－５ 窓口サービスの充実 全ての課局 ・名札着用の徹底

・昼休み電話当番制の導入

○窓口サービスのあり方の調査・研究

・窓口業務の時間延長

・総合窓口の設置　　など

・（仮称）窓口サービス検討委員会の設置

○接遇研修の実施

○「さわやか接遇」の実施

Ｈ２０

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２

継続実施

Ｈ１９

　町政に対する町民の評価は、役場の
顔である窓口や個々の職場における職
員の対応で左右されます。職員一人ひ
とりが町民は税金を納めている顧客と
いう意識改革のもと、町民に親しまれる
役場をスローガンに徹底した応接のあ
り方について全庁的に取り組むことが
必要です。
　そのために、日頃から、あいさつ、身
だしなみ、応接等に心がけるとともに、
窓口業務の時間延長や総合窓口の設
置など窓口サービスのあり方について
調査・研究を行い、実施についての検
討を行います。

検討

継続実施

継続実施

２２



　３　人事評価制度の確立

Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

３－１ 人事評価制度の確立 総務課

○　人事評価制度の導入

検討試行

○　評価者研修

○　成績判定の反映

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９ Ｈ２０

　人事評定を実施し、その結果に基づ
いて人事管理を行うことは、職員のモ
ラールを高め、公務能率を向上させる
ことに繋がります。このため、次の２点
を主要な目的として、制度の導入を図
ることとします。

　（１）　個々の職員の能力開発に資す
るために職務に対する意欲を高め、総
合的な職員力の向上を図り、結果的に
組織目標を達成するという目的　―能
力開発型の評定―

　（２）　職務についての達成度や能力
を公正に評価し、その結果を配置転
換、昇任、昇格、給与・勤勉手当の成績
率への反映等の人事管理に結びつけ
るという目的　―成績判定型の評定―

評定者がいかに客観的に公
正かつ公平に評定できるか、
及び職員の底力のアップに繋
げることができるか、これらが
制度導入の成否を握る重要
な要素となる。

実施

実施検討

検
討 実施

２３



Ⅲ　事務事業の見直しを行い持続可能な自治体をめざします

　１　健全な財政運営の確保

Ｎｏ． 件　　名 所管課等

数値目標等

１－１ 財政健全化計画の遂行 全ての課局 近年の財政状況（普通会計） ○町税等の徴収率の向上

H14 H15 H16 ・滞納整理の強化（租税債権管理機構への委託等）

歳入総額 6,716 7,053 6,487

町税 1,016 984 1,003

H17… 60百万円 地方交付税 3,024 2,785 2,672 ○使用料・手数料の見直し

H18…140百万円 町債 372 995 654

H19…165百万円 その他 2,304 2,289 2,158

H20…180百万円 歳出総額 6,507 6,848 6,301 ○経常経費の削減

H21…140百万円 人件費 971 951 961 ・人件費の削減

H22…135百万円 扶助費 523 591 617 ・一般事務経費の削減

公債費 1,568 1,298 1,333 ・施設維持管理費の抑制

投資的経費 970 1,359 932 ・公債費の抑制

その他 2,475 2,649 2,458

9,821 9,838 9,458

2,609 2,482 2,469 ○行政サービスの見直し

89.3 89.2 92.2 ・事務事業の廃止、休止、縮小、統廃合

11.0 10.0 10.2 ・受益者負担の見直し

（単位：百万円、％）

○普通建設事業費の抑制

　 三位一体改革等の影響を受け、厳し
い財政運営を迫られている本町は、こ
のままでは平成２０年代前半にも基金
が全て底をつき、財政再建団体への転
落が予測される事態となっています。
　 このため、平成１７年７月に財政健全
化計画（普通会計ベース；平成１７年度
～２６年度）を策定し、これに沿って収
支の改善を図り、町財政の健全化を進
めることにしています。

○財政健全化計画の主な項目
　歳入
　　 町税等の徴収率の向上
　　 使用料・手数料の見直し
　歳出
　　 人件費の削減
　　 一般事務経費の削減
　　 施設維持管理費の抑制
　　 公債費の抑制
　　 行政サービスの見直し
　　 普通建設事業費の抑制

健全化項目に
おける財源効
果額（対H16年
度比）

項目

経常収支比率

起債制限比率

町債現在高
＊H20をピーク
に設定

継続実施

継続実施

積立基金現在高

・町総合計画、行政改革大綱（集中
改革プラン）との整合
・見直し後の佐川中学校建設計画
の反映
・首長公約の反映
・その他、懸案事業等の反映

継続実施

検討 順次実施

継続実施

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９ Ｈ２０課題調整事項

成　　果

２４



Ｎｏ． 件　　名 所管課等

数値目標等

１－２ 経常経費の削減 全ての課局 ○人件費の削減（年間▲3,400万円） ○人件費の削減

各年度の 　・職員手当の一律5％カット（H16～） ・職員数の削減（退職者不補充等）

経常収支比率 　・収入役の廃止（H17.11～） ・職員給与の適正化

（２ヵ年ごと） 　・議員定数の2名削減（H17.10～）

○物件費の削減

H18…93.0 　▲5,200万円（H14→H16） ○物件費の削減

H20…95.0 ○経常収支比率の動向（普通会計） ・一般事務経費（賃金、需用費等）の削減

H22…94.0 単位：百万円 ・施設管理費の抑制

H14 H15 H16

4,291 4,269 4,134

3,832 3,806 3,812 ○公債費の抑制

人件費 886 865 883 ・新規町債発行の抑制

物件費 436 408 384

公債費 1,214 1,222 1,252

その他 1,296 1,311 1,293

89.3 89.2 92.2

＊経常収支比率＝②÷①×100 .

継続実施

・事務事業（行政の守備範囲）の見直
し議論を伴った人件費の削減
・施設維持管理費の増加（修繕等）へ
の対応
・佐川中学校建設等、プロジェクト事
業に対する町債発行の抑制

　 地方交付税等の経常的な一般財源
が減少する中で、人件費、公債費など
の義務的経費を含む経常経費の予算
全体に占める割合が高まっており、そ
の結果として政策的事業に使える財源
がほとんどなくなるなど、財政運営の硬
直化が急速に進展しています。
　 こういったことから、財政健全化のた
めには経常経費の削減が必須であり、
財政健全化計画においても人件費や
物件費などの削減目標値を大枠で示し
ています。
　 具体的には、職員の退職者不補充、
予算査定によるカット、公債費の抑制な
どを通じて、経常経費の削減を行い、
経常収支比率の増加を抑制していくこ
とにしています。

※経常収支比率
　 町税、交付税等の経常的に収入され
る一般財源が、人件費、公債費などの
経常的支出にどれだけ充当されている
かを見ることによって、財政構造の弾力
性を判断する指標。100に近づくほど弾
力性に乏しく、財政の硬直化が進んで
いるとされる。
　→県内市町村平均…95.1（H16年度）

項目

経常収支比率

経常的な一般財源①

①うち経常的経費に
充当されたもの②

内
訳

継続実施

継続実施

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９ Ｈ２０課題調整事項

成　　果

２５



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－３ 給与等の適正化 総務課 H15.4

　・枠外昇給の是正 ○　給与等の適正化

H16.4

　・一般行政職の特殊勤務

　　手当の廃止 ○　給与の公表

　・超過勤務手当の単価

　　算出方法の是正 ・広報等で公表

　・級別標準職務表の改正

H17.4

　・退職時特別昇給制度の

　　廃止

給与水準の国との比較（ラス
パイレス指数）を見ても、平成
１７年４月１日現在で８９．２と
全国の類似団体（６６団体）の
中でも圧倒的に下位に位置
し、給与の適正化は当然継続
しなければならないが、単純
に他団体との横並びの取組と
はならない。

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９ Ｈ２０

　国の人事院勧告・県の人事委員会勧
告に準じ、地方公務員法に示されてい
る「均衡の原則」を守るように努めま
す。

継続実施

継続実施

２６



Ｎｏ． 件　　名 所管課等

数値目標等

１－４ 補助金等の見直し 全ての課局

補助金の見直し状況（普通会計） ○現状の補助金の見直し

・補助金交付要綱の見直し

計 廃止 削減 拡充 新設 ・補助金額、使途の適正化

H18…20件 H13 64 50 11 33 3 3 ・事業効果、補助団体のチェック

H19…15件 H14 58 23 8 9 4 2 ・補助金の整理・統合

H20…10件 H15 58 16 2 9 3 2

H16 52 26 8 11 5 2

補助金総数 H17 51 18 2 14 1 1 ○新たな補助制度の仕組みの導入（公募制度等）

H18…45

H19…42

H20…40 ○任意団体等への負担金の見直し

・補助金の統合

H20…1件 ・総合補助金化

H21…2件

H22…2件

実施

継続実施

継続実施

補助金の見直し件数

　 平成13年10月、分権時代に適応でき
る自立した自治体を目指し、行政と地
域・団体等を結ぶ「補助金」のあり方に
ついて、佐川町補助金検討委員会が提
言書を取りまとめました。
　 以後、この提言に基づき、特に町単
独補助金について、継続して見直しを
実施し、最近は、地域や団体の活力を
引き出すような新たな補助金が制度化
されるなど、一定の成果が現れていま
す。
　 一方で、目的が形骸化した補助金が
いつまでも継続されていたり、予算配分
枠の削減を受け、本当に必要な補助金
までが削減されたり、個々のケースで
は問題も残されています。
　 これまでの経過を踏まえ、分権時代
にふさわしい補助金制度にしていくた
め、補助金検討委員会の提言に立ち返
り、補助金を再度見直し、次の段階とし
て、公募制など、新たな補助の仕組み
の導入を検討していきます。
　 また、任意の各種協議会・団体に対
する負担金についても、費用対効果等
を検証したうえで、脱退等を含め、必要
に応じて見直しを図っていくことにして
います。

補助金等の
見直し件数

公募制度の
導入件数

検討

補助
金総
数

年度

推進スケジュール

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９ Ｈ２０

成　　果

課題調整事項

２７



Ｎｏ． 件　　名 所管課等

数値目標等

１－５ 徴収率の向上 関係課局 租税債権管理機構への委託

による滞納整理の実績 ○租税債権管理機構による取り組み

（単位：千円） ・財産の差し押さえ等による滞納整理

H16 18,612 4,977 13,635 ○本町の滞納整理の取り組み

H17 10,000 5,361 4,639 ・電話及び文書による督促、訪問徴収（継続）

＊H17は、H17.10末時点での見込み

＊財政効果＝徴収額①－委託料② ・合同徴収等の実施（滞納整理の効率化）

項目別の徴収状況（H16）

（単位：％） ・財産の差し押さえ等（滞納整理の強化）

徴収率

97.4

94.8

91.5

76.8

98.8

99.2

94.7

＊現年度分のみ

町税

国民健康保険税

住宅使用料

年度

推進スケジュール成　　果

徴収額
①

委託料
②

財政
効果

実施

内　　　　容 Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ１９ Ｈ２０課題調整事項

順次実施

継続実施

順次実施

　 町税等の徴収率の向上を図ること
は、公平・公正な町政を推進していくた
めの前提であり、行政として当然の責
任です。
　 しかしながら、近年は不景気などで
徴収率は低迷し、滞納額が雪だるま式
に増加しています。公平性の確保にと
どまらず、深刻な財政難のもとでは、収
入確保の点からも、徴収率の向上は町
政の重要な課題となっています。
　 平成16年度に本町を含む管内10市
町村で共同設立した滞納整理組合（租
税債権管理機構）では、財産の差し押
さえの実施等により大きな実績を上げ
ており、こういったノウハウを本町に持
ち帰るとともに、庁内一丸となった取り
組みにより、滞納整理を図り、徴収率の
向上に繋げていくことにしています。

　 全般として、県下市
町村の平均値より上
位の徴収実績を維持
することを目標にしま
す。そのうえで、
○保育料、介護保険
料は、現在の高徴収
率を維持していきま
す。
○町税、国民健康保
険税、住宅使用料、住
宅新築資金等貸付
金、学校給食費につい
ては、前年度の徴収
実績（率）を上回るよう
にします。

住宅新築資金貸付金

保育料

介護保険料

学校給食費

項目

２８



Ｎｏ． 件　　名 所管課等 成　　果

数値目標等 課題調整事項

１－６ 使用料・手数料等の見直し 関係課局

○施設使用料の見直し

○各種証明手数料の見直し

・他市町村の動向

・施設利用率への影響

　 公共施設は、営利目的ではなく住民
福祉の向上を目的としているため、そ
の使用料については、住民だれもが利
用しやすい単価に設定することが基本
的に求められます。
　一方で 公共施設を運営するために
は、使用料だけでなく、かなりの税金も
投入しているのが実態で、未曾有の財
政難のもとでは、利用者の受益者負担
を見直し、使用料の増額を検討せざる
を得ない状況となっています。
　 こういった状況を踏まえ、本町には、
桜座・青山文庫・地質館・ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸさ
かわなど、県内外に誇るすばらしい文
教施設がありますが、これらをを含めて
全ての公共施設の使用料について、順
次、適正化を図っていきます。
　 また、各種証明などにかかる手数料
についても、他市町村と均衡を失しない
よう、適宜、見直しを行っていきます。
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